
昏米トレーサビリティ法とは？
◎「トレーサピリティ」とは、英語の「トレース」と「アビリティ」を合わせた言葉で、食品

の移動をわかるようにすることです。

◎「米トレーサピリティ法」とは、米の流通経路を明確にすることが目的の法律で、もし、食

品事故や産地偽装が起こっても、その原因を速やかに把握できます。

◎具体的には、米や米加工品を取り扱う事業者（米穀事業者）が、

m①トレーサビリティ（取引等の記録の作成・保存）

②取引等に伴う産地情報の伝達罵閉謝臓抽迦随感塵辟鵠鮮瑠潤襟裾

表　を守るべきこととして定めたものです0
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・入出荷日：〇年〇月〇日 

．・取引先名：○○食堂○○店 
・数　量：5kgXlO袋　等 
・産　　地：「国産 
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◎対象となる事業者（米穀事業者）とは？
「米穀等（米や米加工品）の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行う者」で、生産

者（農家）、製造業者、流通業者、小売業者、外食業者など、米や米加工品を取り扱う幅広い

事案者が対象です。栃木県内では、約74，000事業者が対象となっています。
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蕾対象品目（米穀等）となる米や米加工品とは？
◎米穀（玄米、精米、もみ、砕米）

◎米粉、米こうじ等の中間原材料

◎米飯類〔各種弁当、各種おにぎり、赤飯、おこわ、まぜご飯、

包装米飯、発芽玄米、乾燥米飯等の米飯類（いずれも、

冷凍食品、レトルト食品及び缶詰類を含みます。）〕

注）米飯類は、白めし、おかゆ、寿司、チャーハン、オムラ

イス、カレーライス、ドリアなどご飯として提供する料

理が対象となります。

◎もち、だんこ、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みユりん

整トレーサビリティ（取弓
◎米や米加工品を、①取引（讃受け、讃渡し）、②事業所問の移動（搬出、搬入）、③廃棄、

亡失などを行った場合には、その記録を保存します。

◎保存は、紙媒体、電子媒体いずれでも可です。

◎記録する内容は、品名、産地、数量、年月日、取引先名、撥出入の場所

◎実際の取引において取り交わされる伝票等〔納品書、取引伝票や送り状、規格書等（帳簿

でも可）〕で、記録内容が網羅されていれば、それを保存することで、記録の作成・保存の義

務を果たしたことになります。

◎保存期問は、原則3年間〔消費期限のものは3ケ月問、賞味期限のものは3年間（場合によ

り5年間）〕です。

伝票No．00000000 お客様コード0000000　　　　　受注日00年ロロ月△△日l納品日コロ年△△月00日 ��������� 

〒誓詣認許□　　　　　　筐△年00月ロロ日 

△△－［］［］ 

株式会社〇〇〇〇〇　　様 

諒蕗聯鍔描葺等認識とおり納品いたします。 

NO �商品コード �商　品　名・規　格 ��区：：ヨ、 �出 �金‥　額 � 
十 〉繋1表裏願×撃 ��厘逗塾ヒカリ（10k□） ��4 �XXX �XXXXX � � 

2 �BXXXXXX �00県産はう　ん　ノ ��10 � �XXXX 

3 �CXXXXXX �○○県産長ネギ　AM �� �XXX �XXXX �l 

4 �DXXXXXX �⊂）○県産ミニトマト　M ��10 �XXX �XXXX 

5 �EXXXXXX �00県産レタス　LL ��20 �ヽヽヽ �XXXX 

備考 ���喜十 合計 � � �XXXXXXX XXXXXXX 

指図No． ���消費税等 総合計 ���　XXXX XXXXXXXXX 

〇〇〇〇株式会社　　∠ゝ△本社 

〒野口＼誓言還蓋二言333≒；≧ 

1－－－－一一日一一一一一一1…一一一一一……一一一 

：　入荷時の伝票では、この欄の事業：
富者名が取引先の名称、氏名となります。：

取引先の名称又は氏名

皇旦旦：搬入・搬出した日
（困難な場合は、受発注日等でも可）

搬出入した場所

（取引先住所と異なる場合に記載）

数量：取引において通常用いて
いる単位

重量：取引において通常用いて
いる名称

垂些：「国産」「○○国産」
「○○県産」等と記載
（市町村名や一般的に知ら
れた地名でも可）

※平成23年7月1日より前に、

①　国内で生産されたものについて
は、生産者から譲渡しされたもの

②　輸入されたものについては、国
内需要者等に譲渡しされたもの

については、対象外です。
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◎米や米加工品を他の事業者へ譲り渡す場合には、伝票等又は商品の容器・包装への記載により、

産地（米はその産地、米加工品はその原料米の産地）情報を伝達します。

（飼料用米、バイオエタノール用米等の非食用に供されるものは、産地情報の伝達義務はあ

りません。）

◎一般消費者に米や米加工品を販売・提供する場合は、

①玄米、精米、もち（一部※）で、JAS法に基づき原料原産地表示の義務がある場合は、

JAS法に従い、これまでどおり表示をしてください。

※原材料に占めるもち米の重量の割合が、50％以上の場合（容器に入れられ、又は包装されたもの）

②上記の義務が無い場合には、米トレーサビリティ法に基づき、以下により産地情報を伝

達してください。

■に訓読t］鈍山■　＝　－　こう・　　　　　　　・　＝＝■’1LJ 

〔：買悪霊芸霊宝霊芝混摺諾誓載。（ただし、都道府県名や市町村名、‾般的に知られた地名でも可。）〕 

編蒜南扇〉 ���、定訳の　←括表示欄の枠丸への記載例〉 　　　日 
当 室 き き 美 音 巨 喜 巨 巨 だ ∵ �名　　称 �米　　菓 �　　　戸 書庫我でも可喜 ≦ 

原材料名 �うるち米（国産、○○産、その他） 食塩、調味料（アミノ酸） 声 音　　　　　　　　g　　　　　　　　　　　　　　　　　　E 

軋湖．≡渕r誓 　書％禁顎節．裳耗 �ぎ 2 
内容量 �10枚 

賞味期限 �枠外上部に記載 ��旨 邑 

保存方法 �開封前は直射日光、高温多湿を 避けて保存してください。 ��吉 男 星 雲 

製造者 �〇〇製菓株式会社 ○○県○○市001－1－1 �旨　　　喜　　　　「その他」10％　書 

月　　　　　　　　　　　　も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　j 

（D原材料に占める割合の多い順に記載。 

②産地が3か国以上ある場合には、上位2か園のみ記載し、その他の産地を「その他」と記載可能。 



昏対象事業者ことには・どのようなことをすればよいですか？

◎伝票を受領

「お米」を出荷する際には、必要事項が記載された伝票等を受領してください。

⑳3年間保存

受領した伝票等は、3年問保存してください。

場産地情報を伝達

「お米」を出荷する際、一般消費者に直接「米」や「米加工品」を販売する際には、

必ず産地を伝えてください。（ただし、親戚等への縁故米は除きます）

●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●

◎伝票を受領・発行

原料となる「米」や「米粉」等を入荷する際には、必要事項が記載された伝票等

を受領してください。

「米加工品」を出荷する際には、必要事項を記載した伝票等を発行してください。

●3年間保存

受領した伝票等、発行した伝票等の控えは原則3年問保存してください。

○産地情報を伝達

「米加工品」を出荷する際には、原料米の産地を取引相手に伝えてください。
一般消費者向け商品を製造する際は、容器・包装に原料米の産地を記載してください。



●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●

⑩伝票を受領・発行
「米」や「米加工品」を入荷する際には、必要事項が記載された伝票等を受領して

ください。

「米」や「米加工品」を出荷する際には、必要事項を記載した伝票等を発行してく

ださい。産地情報も伝達してください。

03年間保存

受領した伝票等、発行した伝票等の控えは原則3年問保存してください。

仕入先　　　　　　　′流通事業老；、　　　　　　出荷先 
事業者　　　　入荷 � �済二義萱ミ毒三を′羞豪…≡…≡二・㌔一孝一濁 票拳■騨■・・‘…・、■っささン■　森謙譲童■＿ 　導猪鞘欝 

り一茶猥〉取得電嘉ゝ ●● J． 1く＞ 捏昔・窮禄凝替漉－な、一法・′く：、笑、・叫． 

必要事項が記載
された伝票等

⑳　⑳　⑳　⑳　⑳　歯　車　⑳　⑳　⑳　⑳　⑳　⑳　⑳　⑳　⑳

◎伝票を受領

「米」や「米加工品」を入荷する際には、必要事項が記載された伝票等を受領して

ください。

●3年間保存

受領した伝票等は、原則3年間保存してください。

診産地情報を伝達

商品の容器・包装に産地が記載されている場合は、そのまま販売してください。

記載されていない場合には、伝票等で確認して一般消費者に伝達してください。

必要事項が記載
された伝票等

（H23．7．1から

義務化）

例）商品の包装に
産地情報を記載



●　●　●　●　●　●　●　●　●

◎伝票を受領

原料となる「米」や「米加工品」を入荷する際には、必要事項が記載された伝票

等を受領してください。

◎3年間保存

受領した伝票等は原則3年間保存してください。

●産地情報を伝達

「ご飯」を提供する際には、「お米」の「産地」を消費者に伝えてください。

例）店内に産地情報
を掲示

◎法を遵守しなかった場合には
以下により、直罰（50万円以下の罰金）や勧告・命令等が適用になります。


